
改正前 改正後（案） 

 

魅力ある屋島再生協議会会則 

 

（名称） 

第１条 この会は、魅力ある屋島再生協議会（以下「協議会」という。）と

称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、魅力ある屋島の再生に向け、その特性及び価値の保存並

びに地域資源としての有効活用を図り、屋島の持続性のある活性化を推進す

ることを目的とする。 

 （活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために必要な具体的取組の検討及

び協議を行う。 

（構成） 

第４条 協議会の委員は、別表に掲げる団体の構成員であって、当該団体の

代表者から指名された者をもって充てる。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

 (１) 会長  １名 

 (２) 副会長 １名 

 (３) 監事  ２名 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長及び監事は、委員のうちから会長が指名する。 

  

 

 

魅力ある屋島再生協議会会則 

 

（名称） 

第１条 この会は、魅力ある屋島再生協議会（以下「協議会」という。）と

称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、魅力ある屋島の再生に向け、その特性及び価値の保存並

びに地域資源としての有効活用を図り、屋島の持続性のある活性化を推進す

ることを目的とする。 

 （活動内容） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために必要な具体的取組の検討及

び協議を行う。 

（構成） 

第４条 協議会の委員は、別表に掲げる団体の構成員であって、当該団体の

代表者から指名された者をもって充てる。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

 (１) 会長  １名 

 (２) 副会長 １名 

 (３) 監事  ２名 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長及び監事は、委員のうちから会長が指名する。 

  

 

資料 5 

 



（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第８条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができな

い。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

（部会） 

第９条 協議会の下に次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に掲げる事項

についての検討を行う。 

 (１) にぎわい創出部会 観光の振興に関すること。 

 (２) 文化財保存・活用部会 文化財の保存及び活用に関すること。 

 (３) 情報発信・施策調整部会 屋島に関する情報発信及び各施策の調整

に関すること。 

 (４) 協議会運営検討部会 協議会の運営のあり方に関する協議及び調

整に関すること。 

 

 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第８条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができな

い。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

（協議会運営部会） 

第９条 協議会の下に協議会運営部会（以下「部会」という。）を置き、各

種事項についての検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 部会の委員は、協議会を構成する団体の構成員で、当該団体の代表者か

ら指名された者及び会長が必要と認める者のうちから、会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから、部会

長については会長が、副部会長については部会長が指名する。 

４ 第６条第１項及び第２項、第７条並びに前条の規定は、部会について準

用する。 

 

 

 

 （会計） 

第１０条 協議会の経費は、負担金、寄附金その他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（事務局） 

第１１条 協議会の事務局は、高松市市民政策局政策課に置く。 

２ 部会の事務局は、にぎわい創出部会は高松市創造都市推進局文化・観

光・スポーツ部観光交流課に、文化財保存・活用部会は高松市創造都市推進

局文化・観光・スポーツ部文化財課に、情報発信・施策調整部会及び協議会

運営検討部会は高松市市民政策局政策課に置く。 

（委任） 

第１２条 この会則に定めるもののほか、協議会及び部会の運営等に関し必

要な事項は、会長が定める。 

附 則 

 この会則は、平成２７年６月１０日から施行する。 

 

 

 

２ 部会の委員は、会長が指名する。 

 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから、部会

長については会長が、副部会長については部会長が指名する。 

４ 第６条第１項及び第２項、第７条並びに前条の規定は、部会について準

用する。 

５ 部会は必要に応じて、期間と目的を定め、ワーキンググループを設ける

ことができる。 

 

 （会計） 

第１０条 協議会の経費は、負担金、寄附金その他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（事務局） 

第１１条 協議会及び部会の事務局は、高松市市民政策局政策課に置く。 

 

 

 

 

（委任） 

第１２条 この会則に定めるもののほか、協議会及び部会の運営等に関し必

要な事項は、会長が定める。 

附 則 

 この会則は、平成２8 年４月１日から施行する。 

 

 

 



別表（第４条関係）団体名 

一般社団法人香川経済同友会 

香川県（環境森林部みどり保全課） 

香川県（教育委員会事務局生涯学習・文化財課） 

香川県（商工労働部観光交流局観光振興課） 

元気ＹＡＳＨＩＭＡを創ろう会 

源平屋島地域運営協議会 

公益財団法人四国民家博物館 

公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー 

公益社団法人香川県観光協会 

国土交通省四国運輸局 

国立大学法人香川大学（工学部） 

国立大学法人香川大学（大学院地域マネジメント研究科） 

四国旅客鉄道株式会社 

高松琴平電気鉄道株式会社 

高松市観光ボランティアガイド協会 

高松商工会議所 

高松大学・高松短期大学 

農林水産省四国森林管理局 

屋島山上観光協会 

屋島地区コミュニティ協議会 

高松市（市民政策局） 

高松市（創造都市推進局） 

 

別表（第４条関係）団体名 

一般社団法人香川経済同友会 

香川県（環境森林部みどり保全課） 

香川県（教育委員会事務局生涯学習・文化財課） 

香川県（商工労働部観光交流局観光振興課） 

元気ＹＡＳＨＩＭＡを創ろう会 

源平屋島地域運営協議会 

公益財団法人四国民家博物館 

公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー 

公益社団法人香川県観光協会 

国土交通省四国運輸局 

国立大学法人香川大学（工学部） 

国立大学法人香川大学（大学院地域マネジメント研究科） 

四国旅客鉄道株式会社 

高松琴平電気鉄道株式会社 

高松市観光ボランティアガイド協会 

高松商工会議所 

高松大学・高松短期大学 

農林水産省四国森林管理局 

屋島山上観光協会 

屋島寺 

屋島地区コミュニティ協議会 

高松市（市民政策局） 

高松市（創造都市推進局） 

環境省（中国四国地方環境事務所国立公園課）※オブザーバー 

 


